
　【男女の地位について「平等になっている」と感じている男女それぞれの割合を増やす】

　固定的な性別役割分担意識の解消を図るため、小中学生向け男女共同参画啓発用冊子を作成し、市内の小学5年生と中学2年生に配付するとともに、
授業等において積極的に活用するよう働きかけを行った。また、男女共同参画を推進する教育・学習の充実を図るため、地域で男女共同参画を推進す
る活動を行う男女共同参画推進員の募集を行い、新たな推進員を養成するとともに、推進員による講座を公民館等で開催した。このほか、男女共同参
画週間などにおいて、区役所等で啓発パネルの展示を行うなど、一般市民に対する啓発を行った。
　
　
　男女の地位について「平等になっている」と感じている男女それぞれの割合については、平成30年度の実績数値が女性4.6％、男性10.8％と、第2次
計画変更時の数値女性4.5％・男性11.5％を女性が下回り、年次目標の女性34.9％、男性37.1％を達成できなかった。

・男女の地位が平等になっていると感じている人の割合はここ数年大き
く変化しておらず、依然として多くの人が男女の地位の不平等を感じて
いる。

第３次基本計画における
継続的な取組の必要性

・「男女の人権を尊重する市民意識の醸成」は、いずれ
の指標も年次・最終目標を未達成であり、今後も引き続
き積極的に促進していく必要がある。

・また、固定的性別役割分担意識は、男女共同参画の推
進における様々な課題の共通の要因となっており、その
解消を図るための教育や啓発は必要不可欠である。

・第３次計画の上位計画である第６次広島市基本計画に
おいても、「男女の人権を尊重する市民意識の醸成」が
基本方針に盛り込まれている。

・国の第５次男女共同参画基本計画骨子（案）において
も、「教育・メディアを通じた男女双方の意識改革、理
解の促進」が政策分野の一つとなっている。

　【固定的な性別役割分担意識を持たない男女それぞれの割合を増やす】

　固定的な性別役割分担意識の解消を図るため、小中学生向け男女共同参画啓発用冊子を作成し、市内の小学5年生と中学2年生に配付するとともに、
授業等において積極的に活用するよう働きかけを行った。また、男女共同参画を推進する教育・学習の充実を図るため、地域で男女共同参画を推進す
る活動を行う男女共同参画推進員の募集を行い、新たな推進員を養成するとともに、推進員による講座を公民館等で開催した。このほか、男女共同参
画週間などにおいて、区役所等で啓発パネルの展示を行うなど、一般市民に対する啓発を行った。
　
　
　固定的な性別役割分担意識を持たない男女それぞれの割合については、平成30年度の実績数値が女性72.2％、男性64.0％と、第2次計画変更時の数
値女性62.3％、男性53.5％を男女いずれも上回り増加してきているが、年次目標の女性73.9％・男性71.1％は達成できなかった。

・固定的な性別役割分担意識が、なお根強く残っていると考えられる。

　【全ての人の人権を大切にし、それを日常生活の中で態度や行動に表している市民の割合を増やす】
　
　ヒューマンフェスタなどのイベントの開催、パンフレット等の人権啓発資料の作成・配布、人権啓発リーダー養成講座の開催、企業等が実施する人
権研修会への人権啓発指導員の派遣に加え、次代を担う若い世代を対象とした啓発事業（スポーツ人権教室、音楽人権教室、人権あいさつ運動、人権
の花運動）を実施し、これらを通じて、市民一人一人の人権尊重への理解の促進、人権意識の向上に取り組んだ。

・市民一人一人が自らの課題としてとらえ、日常生活の中で実践するに
は、今後も継続した取組が必要である。

・人権尊重社会実現のため、どのような課題があるのか、市民にわかり
やすく伝える工夫が必要である。

⑷
家庭における男女共同参画に関す
る教育の支援

課題への対応
⑸

性や健康に関する教育・啓発の推
進

　固定的な性別役割分担意識を持たない考え方はある程
度浸透してきているが、いまだに根強く残っていると考
えられ、あらゆる世代の男女を対象にした男女共同参画
に関する教育・学習機会の充実等を市民や事業所等と連
携しながら積極的に推進するとともに、特に若年層への
啓発を始め、性別に関わりなく一人一人の個性と能力を
大切にする教育の充実を図る必要がある。現　　　　　　状 課　　　　題

⑴
就学前教育・学校教育における男
女共同参画に関する教育の推進

⑵
若者の将来を見通した自己形成や
社会参画の促進

⑶ 情報教育の推進

４　子どもの頃からの男女共同参画を推
　　進する教育の充実

１　人権教育・生涯学習の充実 問1　社会全体での男女の地位の平等
・『男性優遇』との回答：68.9％→経年で見ると低下傾向にある。
（報告書8頁／概要版8頁、関連する指標：No.1）

問4　家庭における役割分担
・『夫が中心』との回答が高いのは「収入を得ること」のみ
・それ以外の役割は圧倒的に『妻が中心』との回答が高いが、経年で見
ると低下傾向にある。
（報告書22・23頁／概要版13・14頁、関連する指標：No.2）

問12　女性が働くことに関する考え方
・「子どもができたら仕事をやめ、大きくなったら再び働く方がよ
い」：39. 9％→平成26年度調査から7.1ポイント減少
・「子どもができても、ずっと働き続ける方がよい」：36.9％→平成26
年度調査から9.7ポイント増加
・女性は「子どもができても、ずっと働き続ける方がよい」、男性は
「子どもができたら仕事をやめ、大きくなったら再び働く方がよい」が
最も高い。
（報告書65～67頁／概要版19頁、関連する指標：No.2）

●第６次広島市基本計画

【文化が息づき豊かな人間性を育むまち】
　第４章　多様な市民が生き生きと暮らせるまちづくり
　　第１節　高齢者や女性を始め全ての市民の意欲と能力が
　　　　　　　発揮できる環境づくりの推進
　　　第２項　男女が共に活躍できる社会の実現
 
 ≪基本方針≫
　３　女性に対するあらゆる暴力の根絶と男女の人権尊重
　　　男女の人権を尊重する市民意識の醸成や、性と生殖に
　　関する健康と権利の考え方の浸透と生涯を通じた女性の
　　健康の保持増進対策等の推進を図る。

●第５次男女共同参画基本計画骨子（案）（内閣府）

Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備
　 第１０分野 教育・メディアを通じた男女双方の意識
　　　　　　　　 改革、理解の促進
　　　１ 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教
　　　  育・学習の充実
　　　２ 学校教育の分野における政策・方針決定過程への女
　　　  性の参画拡大
　　　３ 国民的広がりを持って地域に浸透する広報活動の
　　　  展開

⑴
互いの人権を尊重し合う教育や啓
発の推進

⑵
男女共同参画に関する生涯学習の
推進

２　男女共同参画の視点からの広報・啓
　　発活動の推進

⑴
広報・啓発活動の推進と表現の徹
底

３　メディアにおける男女の人権尊重の
　　促進

⑴
メディア・リテラシーの向上のた
めの支援

⑵
メディアに対する人権尊重のため
の働きかけ

第２次基本計画の現状と課題の整理及び第３次基本計画策定に向けた施策の方向性の検討

基本施策
施策目標の指標と推進状況 アンケート調査結果 広島市及び国の基本計画等

具体的施策

Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備

【説明】

（※No.3「全ての人の人権を大切にし、それを日常生活の中で態度や行動に表している市民の割合を増やす」については、直近の実績がない

ため、各目標に対する評価は行わない。）

2つの指標のうち、第2次計変更時との比較では1つが「↑」、1つが「↓」の傾向になった。

年次目標の達成状況は、2つとも「×」になった。

最終目標の達成状況は、2つとも「×」になった。

基本目標８ 男女の人権を尊重する市民意識の醸成

重点

第３次基本計画においても、男女の人権を尊

重する市民意識の醸成のための具体的な施策展

開を行っていくこととする。

継続的な取組が必要である。

・社会全体での男女の地位について男性優遇と感じてい

る人は僅かながら減っているものの、依然として大半を

占めている。

・収入を得ること以外の家庭における役割（掃除・洗濯、

食事のしたく、子育てなど）は圧倒的に女性が中心に

担っている状況がある。

・女性が働くことについて、子どもができたら仕事をや

め、大きくなってから働く方がよいと考える男性が最も

多くを占める状況がある。

計画変更時
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①

現　状
（H30年度）

②

年次目標
（H30年度）

③

最終目標
（R2年度）

④

計画変更時
との比較
①と②

年次目標
達成状況

（H30年度）
②と③

最終目標
達成状況
（R2年度）
②と④

 Ⅲ　男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備　

　基本目標8　男女の人権を尊重する市民意識の醸成

1
男女の地位について「平等になっている」と感
じている男女それぞれの割合を増やす

％
女性
男性

4.5
11.5

（H26年度）

4.6
10.8

（H30年度）

34.9
37.1

（H30年度）

50.0
50.0

（R2年度）

↓ × ×

2
固定的な性別役割分担意識を持たない男女それ
ぞれの割合を増やす

％
女性
男性

62.3
53.5

（H26年度）

72.2
64.0

（H30年度）

73.9
71.1

（H30年度）

80.0
80.0

（R2年度）

↑ × ×

3

全ての人の人権を大切にし、それを日常生活の
中で態度や行動に表している市民の割合を増や
す

％ 75.4
（H26年度）

67.7
（H29年度）

79.7
（H29年度）

84.0
（R2年度） ― ― ―

施策の目標（指標） 単位

実　　　績 目　　　標 評　　　価

重点

重点

重点


